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第１章 基本計画の概要 

 

１ 基本計画策定の目的 

 

魚津市室内温水プール（以下「既存プール」という。）は、昭和 54年３月の開設以来、

約 40 年間気軽に水に親しめる施設として、子供から高齢者まで幅広く市民に利用されて

います。 

現在は経年劣化などにより、特に内外装の劣化をはじめ、機械設備については老朽化が

著しく、その都度応急的な処置を講じてきたものの、非耐震化施設であることからも抜本

的な改善が必要となっています。 

一方、市内５校の小学校プール施設についても、築 20～53年が経過し老朽化が激しく、

改築や大改修が必要となってきています。また、小学校プールが屋外プールであることか

ら夏季の猛暑や台風等の気象の影響によって計画的な水泳授業の実施が困難となっている

ことや、プールの維持管理に対する教員の負担増も大きな課題となっています。 

平成 26年７月作成の「魚津市公共施設再編方針（以下「再編方針」という。）では、既

存プールは建て替えることとし、平成 31年４月に「魚津市室内温水プール（以下、「新室

内温水プール」という。）建設基本構想（以下「基本構想」という。）を策定しました。 

整備手法については、令和元年５月に室内温水プール建設に係る民間資金活用事業調査

（以下「PFI導入可能性調査」という。）を実施し、令和２年３月に再編方針を「PFI調査

の結果を受けて判断する。」としました。 

また、小学校プール施設の現状と今後の少子化時代に対する適正な公共施設の在り方か

ら、今後の小学校プールの在り方等を検討した結果、小学校プールの改修等は行わず、小

学校プールが使用不可となった学校から順次既存温水プールへ移行することとし、将来的

にはすべての小学校プールを新室内温水プールへ統合することとしました。併せて、PFI導

入可能性調査結果を踏まえ、必要な施設機能や規模設定及び整備手法について検討を行っ

てきました。 

こうした検討の結果を踏まえ、「魚津市公共施設再編方針（令和元年度改訂版）(令和３

年３月更新)」では、新室内温水プールの整備については「小学校プールの集約化を前提に

建替整備を行う。（以下省略。）」としました。 

さらに令和３年度では、市内の様々な団体からの委員で構成する「ワークショップ」や

既存プール利用者からの「聞き取り調査」を実施し、これまで頂いた意見等を踏まえつつ、

基本構想を基に「（仮称）魚津市室内温水プール整備基本計画（以下「基本計画」という。）

を策定するものです。 
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２ 基本計画の位置づけ 

 

基本計画は、第 2期魚津市教育振興基本計画及び魚津市公共施設等総合管理計画をはじ

めとする上位計画や関連計画等との整合を図りながら、基本構想の基本方針を引き継ぎ、

その具体的な整備等を記載した計画とします。 

また、環境保全や障がい者等に関係する計画との整合性も図っていきます。 

 

 

表 1-1 計画の体系図 

 

 

  

【市政運営の総合計画】

第５次 魚津市総合計画（令和３年３月）

〈本計画に関連する上位計画等〉

第２期魚津市教育振興基本計画
【令和３年度～令和７年度】

魚津市公共施設等総合管理計画
【平成27年度～令和17年度】

魚津市室内温水プール整備基本計画

魚津市室内温水プール建設基本構想

魚津市スポーツ施設長寿命化計画

（令和３年度改訂版）
【令和４年度～令和13年度】

魚津きときとスポーツプラン
【平成25年度～令和４年度】

第２次魚津市環境基本計画
【令和３年度～令和12年度】

魚津市障がい者基本計画

（第４次）
【令和２年度～令和６年度】
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第２章 新室内温水プールの基本的な考え方 

 

１ 新室内温水プールの基本方針 
 

新室内温水プールの整備は、基本構想の考え方を踏まえ、以下に設定する３つの基本方

針と７つのコンセプトに基づき整備します。 
 

■基本方針 

・スポーツ振興の拠点となるプール 

・学校授業と市民利用が両立できるプール 

・公認プールにこだわらない費用対効果の高いプール 

 

■コンセプト 

（１）誰もが親しめるプール 

誰もが気軽に差別なくプールを利用できるよう、バリアフリーやユニバーサルデ

ザイン等に配慮した施設とします。 

（２）様々なニーズに対応できるプール 

水泳に必要な一般的な機能のほか、水中歩行ができるレーンや、幼児・低学年児

童等が安全に利用できる浅いプールなど、利用者が求める健康づくりや水に親しむ

といった利用者ニーズに対応する施設とします。 

（３）小・中学校水泳授業に活用できるプール 

小・中学校の水泳授業に適した施設とし、また指導者派遣など人的な対応もでき

る施設とします。 

（４）競技レベルが向上できるプール 

スポーツ少年団や部活動、一般の方々が公式な大会への出場に対応できる環境づ

くりに取り組みます。 

（５）安全・安心なプール 

緊急時の対応や監視・救護体制の整備など、安全管理を徹底し、安心して利用で

きる環境づくりに取り組みます。 

（６）経済的・効率的な維持管理、環境負荷の軽減に配慮したプール 

運用中の管理やメンテナンスが容易でかつランニングコストを軽減する施設整

備をはじめ、環境負荷の軽減に配慮した施設とします。 

（７）ありそドームとの連携による利用効率の向上するプール 

ありそドームが持つ機能（トレーニングルームや会議室等）との連携を図り、利

用者の満足度を高める施設とします。 
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２ 市内施設・団体等との連携方針 

（１）学校教育との連携 

学校の水泳授業は令和３年度末で、東西両中学校と星の杜小、清流小学校２校が既存プ

ールを使用して実施しています。一方、よつば、道下、経田小学校３校は、自校設置の屋

外プールで実施しています。この小学校３校につきましても、プールの状況次第では既存

プールへ移行しての水泳授業を行う方針としています。 

既存プールでの水泳授業を行う際には、送迎や水泳授業の日程調整及び補助員の配置等、

様々な連携を図っています。 

新室内温水プール整備後も同様に連携していくとともに、水泳授業だけでなく、着衣水

泳体験会や SDGｓ（※）への理解を深める活動に向けても連携を図っていきます。 

市民の皆様にも利用しやすい、学校利用と一般利用のタイムスケジュール等にも配慮し

ていきます。 

※SDGｓ 

（エス ディ ジーズ） 

Sustainable Development Goals の略。平成 27 年９月の国連サミットで採択さ

れた「持続可能な開発目標」のこと。令和 12 年を期限とする先進国を含む国際社

会全体の 17の目標と 169のターゲットで構成され、「誰一人取り残さない」ことを

理念とした国際社会共通目標。 

環境負荷の軽減配慮を目指し整備する新室内温水プールや浄化センターの処理水

を冷暖房に活用しているありそドームの設備について学ぶことにより、SDGｓへの

理解を深める。 

 

図 2-1 既存プール 
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（２）市内体育施設との連携 

現在、市が所有する体育施設は以下のとおりです。既存プールは旧総合体育館に併設さ

れ、吉田グラウンド、弓道場と隣接しています。 

新室内温水プールをありそドーム周辺に整備することにより、ありそドームが持つ機能

（アリーナ、トレーニングルーム、産業展示ホール、研修室等）と連携した利用が可能と

なります。 

また、新室内温水プールを、ありそドーム周辺に整備することにより、市内体育施設の

拠点施設としての役割と、更には桃山運動公園及び天神山野球場を結ぶ結節点施設の役割

を果たすことも期待され、市内スポーツ施設の効率的な連携を図ることが可能となります。 

 

 

図 2-2 市内体育施設の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ありそドーム 

桃山運動公園（陸上競技場 

・野球場・テニスコート他） 
天神山野球場 

既存プール 



6 

（３）市関係団体との連携 

① 魚津市水泳協会との連携 

魚津市水泳協会とは、プールを活用したイベント（プールフェスタ等）を連携して実

施しており、また小学校水泳授業や保育園や障がい者の水泳指導も連携して実施してい

ます。 

新室内温水プールにおいても、引き続き同協会と連携して取り組んでいきます。 

 

② 幼稚園、保育所、認定こども園等との連携 

幼児期から水に親しみ、水泳に取り組む前段階としての機会を提供するため既存プー

ルで幼児を対象にプール教室を開催しています。 

新室内温水プールでも引き続き実施していきます。 

 

③ 障がい者支援団体等との連携 

市では、障がいのある方も暮らしやすいまちづくりを目指し、公共施設においても誰

もが使いやすい整備の導入を進めています。また、本計画の基本方針にも掲げているよ

うに、新室内温水プールにおいてもユニバーサルデザイン等を考慮した施設整備を目指

します。これまでも市内外の障がい者団体等と連携して、毎年、魚津市障害者連合会主

催の水泳教室を年３回程度開催するなど、多くの障がい者の方が利用しています。 

こうしたことから、今後も誰もが使いやすい施設整備や利用の充実を図ります。 

 

３ 民間プール事業者との連携方針 

 

市内には、２社の民間プール事業者が営業しています。そこでは、ベビースイミングを

はじめ、幼児や子供から大人までを対象とした会員制水泳教室、また、健康増進教室や高

齢者を主に対象としたプールウォーク、水中運動等、それぞれの特色ある水泳事業が行わ

れています。 

新室内温水プールでは、全ての小中学校の水泳授業の実施を予定していますが、今まで

以上に多くの指導者が必要となります。そうしたことから民間プール事業者からの指導者

派遣や、スポーツ少年団や中学校の部活動での全国規模の大会等への出場を目指す選手の

育成、技術指導についても、民間プール事業者との連携は必要となります。 

そのほかにも、夏季休業中のプール事業や水泳イベント等、多くの事業で連携を図るこ

とで、想定を超える事業効果や各事業者に対する波及的な効果も見込まれます。 

そうしたことから、新温水プール整備に向け、民間プール事業者との効率的で効果的な

連携を図っていきます。 

互いに協力しあいながら、明確な役割分担のもと、民間プール事業者と共存共栄を目指

します。 
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４ 新室内温水プールの整備方針 

（１）費用対効果が高く、管理が容易なプール 

今後も持続可能な行財政運営を行っていく上で、運営費の削減を図りながら、利用者の

満足度を上げていくことが必要です。 

こうしたことから、施設の維持管理費（ランニングコスト）を削減できる省エネ性の高

い機器や、日々の管理が容易なメンテナンス性の高い機器の採用に努めます。 

 

（２）環境に配慮した機能を有するプール 

本市の豊かな自然を後世に残すため、そして地球に生きるすべての生命の環境を守るた

め、市では「ゼロカーボンシティ（※1）」に挑戦しています。 

こうしたことから、CO2 排出量の少ない高効率機器や太陽光エネルギーなどの再生可能

エネルギー発電装置等の導入に努めます。 

このような取り組みを進める中で、建築物省エネルギー性能表示制度（BELS※2）やネッ

ト・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB※3）認証の取得に向けて検討していきます。 

（３）ユニバーサルデザインが行き届いたプール 

誰もが安全に安心して利用できるプールとします。 

特に障がい者の利便性の向上を図るため、手摺の設置や通路幅の確保、床面の段差解消

等、施設のバリアフリー化に努めます。 

また、同地内の施設や駐車場に対しても同様にバリアフリー化に努めます。 

  

※1 ゼロカーボン 

シティ 

※2 BELS（ベルス） 

2050年までに CO2（二酸化炭素）の排出量を実質ゼロにすることを目指す旨（脱炭

素化）を首長もしくは地方公共団体から公表された都道府県または市町村を指す。 

Building-Housing Energy-efficiency Labeling System の略称。 

建築物の省エネ性能（燃費）について、評価・認定する制度。 

※3  ZEB（ゼブ） 

 
Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エ

ネルギー・ビル）の略称。 

快適な室内環境を実現しながら建物で消費す

る年間の一次エネルギーの収支をゼロにする

ことを目指した建物。 

図 2-3 BELS評価書 



8 

第３章 施設整備計画 

 

１ 施設の規模 
 

新室内温水プールの延床面積については、1,800～2,000㎡程度とします。 

再編方針において公共施設の保有総量の抑制を定めています。施設の総量を抑制するた

め、類似施設の統合や機能集約化、複合化を検討することとしており、既存プールに代わ

る新室内温水プールの整備にあたり、整備面積の抑制を図るとともに、小学校水泳授業の

新室内温水プールへの統合による施設面積の削減を図ります。 

 

◆新室内温水プール整備による公共施設総量抑制の効果 

・既存プール施設の廃止・新室内温水プールへの移行による効果 

既存 2,151㎡ ⇒ 新設 1,800㎡～2,000㎡（151㎡～351㎡の削減） 

・小学校プール（５校）の廃止・新室内温水プール活用による効果 

既存 4,895㎡ ⇒ 廃止で 0㎡（4,895㎡の削減） 

計 5,046㎡から 5,246㎡の削減 

 

２ 必要諸室の設定 

（１）必要諸室等及び各諸室に求められる機能 

新室内温水プールの必要諸室等及び各諸室に求められる機能等を以下に整理します。 

 

表 3-1 必要諸室等及び各諸室に求められる機能 

必要諸室 諸室に求められる機能 

①25ｍプール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市民の皆様が広く使いやすい25ｍプールを設置します。 

・レーン数は７レーン程度とします。 

・飛び込み台は原則想定していませんが、事業者の提案により安全確

保のため一定の水深確保が必要なスタート台を使った飛び込みを

可とします。 

・水泳授業や市民利用を主として利用想定し、（公財）日本水泳連盟

の公認にはこだわりません。 

・水中での歩行運動の利用も想定します。 

・障がい者や高齢者などが使いやすいよう、スロープなどの設置を準

備します。 
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②小プール ・25ｍプールから独立したプールとして整備し、親子連れの幼児の利

用や学校授業が安全に行える深さ・広さのプールを設置します。 

③プールサイド 

（観覧スペース） 

・学校授業での待機利用など、大人数での利用にも対応できるよう、

その他の共用部分とあわせ、十分な面積を確保します。 

④採暖室 ・冷えた身体を温める施設として整備します。 

⑤トイレ ・一般トイレと多目的トイレを整備します。 

⑥洗体・シャワー室 ・動線などに配慮した、誰もが使いやすい施設とします。 

⑦更衣室 ・学校水泳授業での利用を想定し、十分な面積を確保します。 

⑧救護室 ・迅速な救護ができるよう、事務室と隣接した位置に救護室を整備し

ます。 

⑨コミュニティルーム ・多目的な利用が可能なコミュニティルームを確保します。 

 

（２）諸室規模の考え方 

新室内温水プールの必要諸室の規模の考え方を以下に整理します。 

 

表 3-2 諸室規模の考え方 

諸 室 規  模 

25ｍプール ・原則、プール水槽寸法（25ｍ×15ｍ） 

・プール水槽の離隔（３ｍ，５ｍ）     を確保 

・深水1.1ｍ以上～1.35ｍ程度       

小プール ・概ね225㎡程度（既存プール程度） 

・プール水槽の離隔（３ｍ，５ｍ）     を確保 

・深水0.5ｍ以上～0.6ｍ程度        

プールサイド（観覧スペース） ・奥行約３ｍを確保 

採暖室 ・概ね40㎡を確保 

更
衣
室 

（更衣室） ・学校利用最大100名分の規模を確保 

・多目的更衣室を適宜確保 

（トイレ） ・概ね40㎡を確保 

（洗体・シャワー室） ・概ね40㎡を確保 

救護室 ・概ね20㎡を確保 

事務室（受付カウンター併設） ・概ね30㎡を確保 

コミュニティルーム ・100㎡（学校施設環境改善交付金（以下「環境改善交付

金」という。）基準面積」を確保 
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エントランスロビー ・概ね60㎡を確保 

倉庫 ・概ね30㎡を確保 

機械室 ・適宜 

施設全体 ・概ね1,800㎡～2,000㎡ 

 

 

  

（参考）既存プールの概要（床面積 2,151.3㎡：1階 1,866.2㎡、2階 285.1 ㎡） 

 

    表 3-3 既存プール諸室表           図 3-1 既存プール図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 25 ｍプール（ステンレス製公認プール）

・ 375 ㎡（25 ｍ× 15 ｍ）、コース幅２ｍ、７コース

・水深 1.1 ｍ～ 1.3 ｍ　・遊泳能力 400 人

◇幼児プール（ステンレス製）

・ 225 ㎡（15 ｍ× 15 ｍ）

・水深 0.5 ｍ～ 0.6 ｍ

◇更衣室

・男子更衣室 約 72 ㎡（洗面通路12 ㎡含む）

・女子更衣室 約 48 ㎡（洗面通路12 ㎡含む）

◇シャワー室 

・男子シャワー室 約 11 ㎡（シャワー設備 10 か所）

・女子シャワー室 約 8 ㎡（シャワー設備 5 か所）

◇１階 トイレ

・男子便所 11.2 ㎡（小便器 5 か所、大便器 3 か所）

・女子便所 16 ㎡（便器 6 カ所）

◇２階◇２階トイレ

・男子便所 5.9㎡（小便器2か所、大便器1か所）

・女子便所 4.1㎡ （便器2か所）

◇採暖室　35.1㎡

◇受付カウンター　3m×3m 9㎡

◇受付ロビー　6m×9m 54㎡

◇事務室　4.4m×4m 17.6㎡

◇玄関ホール　6m××6.8m 約40㎡

◇会議室（２階）10m× 6m 60㎡

◇機械室

◇倉庫
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３ 計画地の選定 
 

ありそドームを中心とする本市のスポーツ拠点ゾーンの形成に資するため、ありそドー

ム周辺においてプール施設の配置が可能な概ね 3,500㎡以上の規模を有する市有地（借地

も含む）を候補地として抽出し、室内温水プールの建設計画地としてふさわしい場所を選

定します。なお、いずれの候補地も駐車場内を想定しており、駐車スペースが若干減少し

ますが、利用者に不便が生じないよう取り組んでいきます。 
 

（１）候補地の抽出 

上記の条件から、図 3-2に示す３つの土地（Ａ、Ｂ、Ｃ）を抽出します。 
 

図 3-2 計画候補地の位置 

 

 

（２）候補地の比較評価の結果 

様々な観点から利害得失を検討した中で、Ｂが市の方針に最も適合する候補地として評

価されます。 

候補地   浄化センター敷地内   ありそドーム敷地内   ありそドーム第３駐車場敷地内 

評 価 設置場所としては、空間の有効
活用を図ることが可能となるが、
ありそドームとの連携した施設

管理・運営が難しく、利用者の利
便性が低い場所である。 

設置場所としては、建築デザイン
に工夫の必要があるものの、ありそ
ドームとの一体的管理や運営、利用

者の利便性等、市の方針に沿って総
合的に評価すると他の候補地より優
れている。 

施設の配置や間取り等は、来年度
の設計プロポーザルにおいて事業者
からの提案を期待。 

設置場所としては、幹線道路を隔
てた場所となることから、ありそド
ームとの連携した施設管理・運営が

難しく、利用者の利便性が低い場所
である。 
民有地を借地していることもあ

り、周辺住民への説明、理解を得る
ことが必要となる。施設整備（設計）
に自由度も低い。 

 

（３）候補地の選定 

前項②の比較評価の結果を踏まえ、  を計画地として選定します。 

Ａ Ｃ 

Ｂ 

Ｂ 
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４ 計画地の概要・敷地条件 

 

選定した計画地の概要・敷地条件等について、以下に整理します。 

 

表 3-3 計画地の現況概要 

項 目 条  件 

敷地面積 
・約 6,600 ㎡ 

（北・東・西は道路境界まで、南はありそドームの建物まで） 

立
地
条
件 

接
道
状
況 

東側 ・市道北鬼江 14号線（W5ｍ）： 接道延長（約 63ｍ） 

西側 ・市道北鬼江 5 号線（W5ｍ）： 接道延長（約 26ｍ） 

南側 ・なし 

北側 ・市道北鬼江 16号線（W16ｍ）： 接道延長（約 102ｍ） 

メインアクセス道路 ・市道北鬼江 16号線（W16ｍ） 

ア
ク
セ
ス

公
共
交
通 

路線バス ・市街地巡回ルートのバス停「ありそドーム前」より約 20ｍ 

鉄道駅 ・富山地方鉄道新魚津駅から約 850ｍ 

リ
ス
ク 

災
害 

津波ハザード ・浸水想定の範囲外 

洪水ハザード ・浸水想定（50 年確率）の範囲外 

都
市
計
画
・
法
規
制
等 

決
定
状
況 

区域区分 ・用途無指定地域（白地地域） 

建ぺい率 ・60％ （角地の特例で 70％まで可） 

容積率 ・200％ 

絶対高さ ・なし 

道路斜線 ・∠1.5 

隣地斜線 ・31ｍ＋∠2.5 

北側斜線 ・なし 

日影規制 ・なし 

隣地境界線か

らの離隔距離 

・民法上及び工事の安全確保上等から、隣地境界線から 2ｍ以上

の離隔が必要 

そ
の
他 

ありそドームへのア

クセス動線 

・敷地の中央部に、ありそドームへの主アクセス動線として、

W21ｍ×L63ｍのプロムナードが整備されている。 

敷地周りの緑地 
・敷地の周りに緑地（植栽帯）が設置されている。 

（北側：W3ｍ、東側：W7ｍ、西側：W1.5ｍ） 

地下埋設物 

・既設の排水管路が敷地東西を横断している。 

・敷地西側地下に消雪用水のポンプ槽・送水管が埋設されてい

る。 
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図 3-3 計画地の範囲 
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５ 整備計画 

（１）整備費 

本事業における整備費を示します。 

 

① 整備費の設定 

基本構想では事業費を 10.0億円と設定しています。 

しかしながら基本構想策定積算時（平成 28年度）から新屋内温水プール整備までの経

済状況の変化（消費税率改定や材料費や諸経費等、建築工事費経費の高騰）や燃料費削

減等の効果が高い設備、太陽光発電装置の導入等により整備費の増加が想定されます。 

そうしたことから、設計費等を加えた整備費を概ね 13.0億円と設定します。 

なお、詳しい整備費の積算については、令和 4年度実施予定の設計業務で行います。 

 

表 3-4 整備費（概算） 

項目 金額 備考 

整備費 概ね 13.0億円 
建築、電気、機械設備工事、設計、

地盤調査業務及び工事監理業務等 

平屋建て 1,800㎡を想定。 

ゼロカーボンに向けた環境配慮整備費、駐車場等整備費、埋設物（配管等）移設費、備品費は別途。 

 

 

表 3-5 燃料費削減効果、CO２排出量削減等の比較結果 

 新室内温水プール（想定） 既存プール 

熱 源 
高効率ﾓｼﾞｭﾗｰﾕﾆｯﾄ（電気） 

太陽光発電ﾓｼﾞｭｰﾙ 20Kw程度 
灯油ボイラー方式 

燃料費 
3,091千円/年 

（▲1,560千円/年） 

4,651千円/年 

（基準） 

二酸化炭素

（CO2）排出量 

70.8ｔ/年 

（▲58.2ｔ/年） 

129ｔ/年 

（基準） 
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② 整備費に係る財源 

整備費に係る財源としては、環境改善交付金の活用を想定しています。 

また、公共施設等適正管理推進事業債（以下「公適債」という。充当率 90％、交付税

措置 50％）の活用を想定しています。 

 

表 3-6 整備費に係る財源（想定） 

項目 金額 備考 

国庫交付金 1.72億円 環境改善交付金 

一般財源 1.18億円  

起債 10.1億円 公適債 

合計 13.0億円  

環境改善交付金（令和 3年度試算） 

○環境改善交付金算定割合 1/3（地震防災対策特別措置法第４条の規定を受ける浄水型プールは 1/2） 

○整備面積基準 

・水泳プール：水面積 200㎡以上 600㎡ 

・附属室：床面積 100 ㎡（談話室・トレーニング室等） 

○環境改善交付金額 

・水泳プール：840,800 円/㎡（※）×600㎡（最大値）＝504,480千円 

・附属室  ：130,400 円/㎡（※）×100㎡（最大値）＝ 13,040千円 ※令和 3年度富山県新改築単価 

計（504,480 千円＋13,040千円）×1/3 ＝172,506千円  

 

③ 施設整備に有利な財源等の活用 

環境改善交付金や公適債のほかにも脱炭素社会構築のための補助金の活用を検討する

など、過度な財政負担とならないよう努めていきます。 

 

表 3-7 公適債を活用する際に集約化の対象となる施設と除却費用（想定） 

対象施設 面積（㎡） 事業費（千円） （内市債） （内一般財源） 

星の杜小学校プール 743 18,575 16,700 1,875 

よつば小学校プール 1,011 25,275 22,700 2,575 

清流小学校プール 952 23,800 21,400 2,400 

道下小学校プール 1,221 30,525 27,400 3,125 

経田小学校プール 968 24,200 21,700 2,500 

充当率 90％ 交付税措置なし。解体単価 25千円/㎡ 
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（２）整備手法の選定 

   令和元年度に実施した PFI導入可能性調査において、①従来方式（※A）、②DBO方式

（※B）、③PFI-BTO 方式（※C）を比較した結果、整備手法のメリット・デメリットの比

較（表 3-9）の結果、従来方式での整備が本市には適していることが分かりました。 

これらの比較評価の結果を踏まえ、新室内温水プールの整備手法を従来方式とします。 

 

表 3-8 整備手法の比較 

 ①従来方式 ②DBO方式 ③PFI-BTO方式 

資金調達 市 市 民間 

建  設 市 民間 民間 

所  有 市 市 市 

維持管理 市（指定管理） 民間 民間 

メ
リ
ッ
ト 

・設計・建設業務にプロポ

ーザル方式等を採用すれ

ば一定の民間ノウハウの

活用やコスト削減が見込

める。 

・設計、施工、維持管理を

段階的に発注するため、

段階で市の意向を反映さ

せやすく交付金の対応等

にも柔軟に対応できる。 

・分割発注による地元企業

の参画機会を増すことが

できる。 

・現在金利が低いため、市

の資金調達か可能な場

合、VFM（Value for 

money の略。PFIの基本

原則の一つで、一定の支

払いに対し、最も価値の

高いサービスを提供する

という考え方）が最も高

い。 

・維持管理・運営の事業者

が設計・施工の段階から

関わることから、効率的

な運営のノウハウや創意

工夫が期待できる。 

・設計から運営を包括発注

することで、サービス向

上が期待できる。 

・民間が整備段階で資金調

達し、市は割賦で返済。

建設から施設運営をふく

めた事業期間で一定額の

支払いとなる。（平準化を

図ることが可能。） 

デ
メ
リ
ッ
ト 

・設計、施工、維持管理を

段階的に発注するため、

コスト高、調整等に時間

がかかる。 

・従来方式より早い段階で

着工までを判断すること

になり、建築市場の動向

等が不確定な中での判断

が必要。設計と施工を一

括発注するため交付決定

を待たず実施となる。 

・建築後に修正する必要が

生じた場合、そのまま工

事金額に及ぶこととな

り、契約後の工事変更リ

スクが大きい。 

 

・【②DBO 方式】と同様のデ

メリットがある。 

・SPC（Special Purpose 

Company の略。PFI 事業を

実施するために必要とさ

れる特別目的会社）の設

立コストがかかり、予算

規模が小さいと経費的な

効果が出ない。 

※A 従来方式 設計、施工、維持管理を別々に発注する公設民営方式 

※B DBO方式 Design Build and Operate の略。設計、施工、維持管理を一括発注する方式 

※C PFI-BTO方式 

 

 

 

PFI Private Finance Initiative の略。設計、施工、維持管理及び運営を民間の

資金とノウハウを活用した民間主導での整備運営手法の総称。BTO Build 

Transfer and Operate の略。民間事業者が施設を建設し、完成後に公共に所有権を

移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式 
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第４章 事業運営計画 

 

１ 利用者の想定 
 

第２章 １ 新室内温水プールの基本方針及び既存プール利用者の利用状況を基に、新室

内温水プールの利用者を想定します。 

（１）市民等の利用 

・幼児や子供、お年寄りまで幅広い利用を想定します。 
 

（２）学校授業での利用 

①既存プールでの利用 

・令和３年度現在、市内中学校（２校）と小学校（２校）が水泳授業で利用しています。 

・現在の水泳授業は平日の午前中に実施しています。 

・市から指定管理者及び水泳協会へ指導補助を委託しています。 

・既存プールと学校間の送迎は、民間事業者への委託又は市のスクールバスにて実施して

います。 
 

⓶新室内温水プールでの想定 

・既存プールと同じく原則平日の午前中を想定します。 

・市からの指定管理者等への指導補助委託についても既存プールと同様に実施しますが、

指導者が不足する場合は、民間プール事業者からの派遣を行います。 

・新室内温水プールと学校間の送迎についても、既存プールと同じく民間事業者への委託

又は市のスクールバスにて実施します。 
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２ 開館時間及び利用料 
 

（１）開館時間 

①既存プールでの開館時間 

・火曜日から土曜日…午後１時～午後９時 

 ※一定期間、午前中に小中学校等の水泳授業で使用しています。 

・日曜・祝祭日…午前 10時～午後５時 

 ※日曜日の 10：00～11：00は水泳協会の教室で使用しています。 

②新室内温水プールでの想定 

・開館時間は現状を基本として、平日の午後と土曜・日曜・祝日の午前から午後を想定

します。 

・平日の午前中の利用は、学校の水泳授業利用との併用も視野に入れて想定します。 
 

（２）利用料 

① 既存プールでの個人利用料（１回２時間） 
 

表 4-1 個人利用料（１回２時間） 

区分 使用料 

一般（１回） 250円 

児童・生徒（１回） 100円 

11回券（一般） 2,500円 

11回券（生徒・児童） 1,000円 

 

② 既存プールでのパス券利用料 
 

表 4-2 パス券利用料 

区分 3ヶ月券 6ヶ月券 12ヶ月券 

温水プール（一般） 5,240円 9,980円 16,210円 

温水プール（児童・生徒） 2,200円 4,190円 6,810円 
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③ 既存プールでの専用利用料（1回 1時間） 
 

表 4-3 専用利用料（1回 1時間） 

種類 単位 
開館時間内 

（1時間当たり） 

超過時間 

（1時間当たり） 

入場無料の場合 

幼児プール 840円 1,250円 

25ｍプール 3,300円 4,950円 

プール全館 4,070円 - 

入場有料の場合 

幼児プール 1,650円 2,460円 

25ｍプール 6,600円 9,900円 

プール全館 8,100円  

 

②新室内温水プールでの想定 

誰もが利用可能な１回単位の利用料のほか、月単位等定期料金、プール・アリーナ・ト

レーニングルームとの連携利用料の設定など、利用者のニーズに合わせた利用料の設定を

想定します。 

なお、開館時間及び利用料は条例で定めています。そうしたことから、近隣自治体や民

間プール事業者等の状況を考慮しながら、適正な開館時間、及び利用料の設定に努めます。 

 

 

図 4-1 ありそドームトレーニングルーム 
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５ 運営形態と事業スケジュール 

（１）運営形態 

新室内温水プールでは、以下のような運営形態を想定しています。 

 

①指定管理業務による運営の実施 

指定管理での運営委託を実施することにより、民間事業者の活力やノウハウを活用し、

適正な管理経費により、利用者ニーズに対応した、きめ細かな質の高いサービスの提供が

期待されます。 

市が指定管理委託料を支払うことを想定します。ありそドーム周辺に整備する利点を最

大限生かした費用対効果のある指定管理料の算定に努めます。 

 

  ⓶水泳授業等、業務委託事業の実施 

   プール利用料や補助員の配置等に対し、市が委託料を支払うことを想定します。 

  

（２）事業スケジュール 

事業は環境改善交付金の活用を想定するため、補助申請時期を踏まえ、令和４年度で設

計業務を行い、令和６年度中の竣工及び令和７年度の開業を目指します。 

令和７年度４月からは、新室内温水プールを含め、市内体育施設を一体とした指定管理

業務委託を行い効率的で効果的な事業運営を図ります。 

 

図 4-2 事業スケジュール 
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要
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令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度以降

事業計画申請

文部科学省へ建築計画の計上

設計業務委託 プロポーザル

設計業務委託

環境改善交付金内定

環境改善交付金申請

環境改善交付金交付決定、歳入補正

各種手続き・入札業務

契約議決

工事着工 工事完了

開所準備

指定管理契約

業務完了

開

指定管理による

事業運営

設置条例の制定
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第５章 資料編 

 

１ 室内温水プール整備基本計画策定ワークショップ活動 

（１）主旨 

魚津市室内温水プール整備基本計画を策定するにあたり、プール利用に関わる団体や個

人等から広く意見を募り、基本計画に反映させることを目的に、魚津市室内温水プール整

備基本計画策定のためのワークショップ（以下、「WS」という。）を開催する。 

 

（２）ＷＳ委員一覧                         （順不同） 

所属等 氏名 備考（役職等） 

保育園関係 吉田 由佳 魚津市こども課指導主事 

魚津市 PTA連合会 廣瀬 めぐみ 富山県 PTA連合会専門委員会 

魚津市小学校体育連盟 三田 祐輔 副会長（星の杜小校長） 

魚津市中学校体育連盟 上田 靖 会長（東部中学校長） 

（公財）魚津市体育協会 南日 章男 係長 

魚津市水泳協会   石﨑 公夫 理事長 

商工会議所青年部   愛宕 芳博 会長 

商工会議所女性会   佐々木 咲子 会長 

健康関係   青山 真理 魚津市健康センター生涯健康係長 

行政   山本 浩司 魚津市生涯学習・スポーツ課長 

事務局 

生涯学習・スポーツ課   高森 哲也 スポーツ係長 

同上   岡本 宏一 同係・派遣社会教育主事 
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（３）開催日時と内容 

 

第１回ワークショップ 

・日時 令和３年６月８日（火）午後７時から 

・会場 魚津市役所第一分庁舎２階会議室 

・内容 主旨説明、意見交換 ほか 

 

 

第２回ワークショップ 

・日時 令和３年６月 22日（火）午後７時から 

・会場 魚津市役所第一分庁舎２階会議室 

・内容 意見交換 

２班に分かれてのグループ討議 

 “プール整備の機能面・整備面、運用面について” 

 

第３回ワークショップ 

・日時 令和３年７月 16日（火）午後７時から 

・会場 魚津市役所第一分庁舎２階会議室 

・内容 意見交換 

前回の意見の取りまとめ、集約 
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（４）室内温水プール整備のコンセプト（WS意見集約結果一覧） 

 

◆基本方針 

○スポーツ振興の拠点となるプール 

○公認プールにこだわらない費用対効果が高いプール 

○学校授業と市民利用が両立できるプール 

 

① 誰もが親しめるプール 

【機能、整備面】 

・バリアフリーやユニバーサルデザイン等に配慮したプール 

・入水用スロープ 

・雨、雪でも利用しやすいエントランス。入り口の屋根 

・駐車場、駐輪場の確保。駐車場からの入り口が近い 

【運用面】 

・一般から高齢者までが利用できる送迎用のバスの検討（移動手段の確保） 

 

② 様々なニーズに対応できるプール 

【機能、整備面】 

・水中歩行や幼児・児童が安全に利用できるプールなど、様々なニーズに対応できるプ

ール 

・水深の調整ができる機能 

【運用面】 

・利用形態に応じたプール利用（利用時間の配分等） 

 

③ 小・中学校水泳授業に活用できるプール 

【機能、整備面】 

・小・中学校の水泳授業に対応できるプール 

・現プールと同様の大きさの小プール（正方形が望ましい。） 

・保育園児が利用しても楽しいプール（滑り台、キャラクターデザインを床面に取り入

れる） 

・休憩や見学等ができるプールサイド 

【運用面】 

・水泳協会や民間プール事業者等からの派遣などによる指導者の確保 

・学校授業時の事故対応や指導マニュアルの整備 

・夏季休業中の午前中の開放 

・夏季休業中におけるプール利用券（割引 or無料） 
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④ 競技レベルが向上できるプール 

【機能、整備面】 

・大会出場に対応できる公認プール程度の水深の確保 

・スタート台、記録計時 

 

⑤ 安全・安心なプール 

【機能、整備面】 

・更衣室、シャワー、トイレ、監視室（救護部分含む）、採暖室、受け付けホール、コミ

ュニティスペース、事務室（役員等控、記録室、審判室等）などの換気対策や無駄を

省いたコンパクトで誰もが使いやすい配置（アプローチのいい配置）観覧場所、保育

園児の着替えスペースの確保 

・すべりにくいプールサイド 

【運用面】 

・監視・救護体制の充実 

 

⑥ 経済的・効率的な維持管理、環境負荷の軽減に配慮したプール 

【機能、整備面】 

・運用後の管理やメンテナンスが容易な設備 

・環境に配慮したプール（太陽熱を利用した発電機能等）、発電した熱を活用しての温水

利用（お風呂コーナーなど） 

 

⑦ ありそドームとの連携による利用効率の向上するプール 

【機能、整備面】 

・ありそドームがもつ機能との連携 

（例）カフェ、トレーニングルーム、会議室、役員室、記録室等事務室等 

・プールから容易なアクセスが可能な配置 

・プール施設に設置必要な諸室と共有機能の区別（教員が使用する会議室等） 

・駐車場の共有 

【運用面】 

・ありそドーム（アリーナ、トレーニングルーム等）とプールの共通利用券 

・イベント（行事）の連携 
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２ 室内温水プール整備基本計画策定プール利用者聞き取り調査 

 

（１）主旨 

魚津市室内温水プール整備基本計画を策定するにあたり、室内温水プールを利用してい

る方々に、現在のプールに関する意見（不満等）について意見を伺う。そこで出てきた意

見（不満）の改善点を基本計画に反映させる。 

 

（２）実施期間 

令和３年６月 10日（木）～８月 15日（日） 

（※新型コロナウイルス感染症拡大防止よりプールが 8/16より閉館となったことより、

当初予定の８月 31日までは不可となった。） 

 

（３）実施場所及び実施者 

実施場所 室内温水プール受付ロビー 

実施者 室内温水プール職員 

 

（４）聞き取り対象者 

室内温水プール利用者 

 

（５）聞き取り内容 

別紙「調査票」参照 
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問１ 属性について 

○年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

○性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

○住まい 

 

 

 

 

 

 

 

 

○職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○同伴者 

 

 

 

 

 

 

 

 

○交通手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

○プールの利用頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

○利用頻度の多い曜日（複数回答） 

 

 

 

 

 

①男
②女
③無回答

①市内
②市外
③無回答

①家族
②友達
③サークル等の仲間
④ひとり
⑤無回答
⑥複数回答

①徒歩
②自転車
③自動車
④その他
⑤無回答
⑥複数回答

①ほぼ毎日
②週2～3回
③月数回
④年何回
⑤夏の間だけ
⑥無回答

●利用者の年齢層は「20歳以下」が最も高い。 

●利用者の男女比率はほぼ同じ。 

①20歳以下
②20～30歳代
③40～50歳代
④60～70歳代
⑤ 70歳代
⑥無回答

●利用者の８割以上が「市内」在住者。 

●「児童・生徒・学生」の利用が約５割。 

●利用形態は、「ひとり」が 35.1％と最も高い。 

●交通手段は「自動車」が 68.3％と最も高い。 

●利用頻度は「週 2～3回」が最も高い。 

●利用頻度の多い曜日は「土曜日」、続いて「日曜日」 

「その他」バイク 

①児童・生徒・学生
②会社員
③公務員
④自営業等
⑤アルバイト・パート
⑥主婦・主夫
⑦無職
⑧無回答
⑨複数回答

◆聞き取り調査結果（回答者数 208名） 
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問２ 温水プールの利用目的について 

○プールの利用目的（複数回答） 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

○現在利用しているプールの感想 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

○近隣市町等、他のプールと比較しての感想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「大変満足」＋「やや満足」＝70.7％ 

「不満」+「やや不満」  ＝6.3％ 

※不満 0.0％ 

「４．やや不満　５．不満」と回答した理由
・更衣室やプールサイドetcもっときれいだといいと思う。
・水温、室内が寒すぎ。脱衣場もう少し広ければ。
・シャワーの数が少ない。
・シャワー室、脱衣室、トイレ（特に冬場がくさい）
・トイレ、シャワーが古い。暗い。
・利用できるレーンが少ない。（歩行者や幼児レーンと共通なため）
（満足意見）練習の自由度が高いのが良い。

●利用目的は「運動や健康づくり」

が最も高く、続いて「プールでの遊

び」が高い。 

「大変満足」＋「やや満足」＝56.7％ 

「不満」+「やや不満」  ＝10.6％ 

「４．やや不満　５．不満」と回答した理由
・更衣室やプールサイドetcもっときれいだといいと思う。
・水温、室内が寒すぎ。脱衣場もう少し広ければ。シャワーの数が少ない。
・老朽化、設備が古い・建物が古く感じる。空間が暗い。
・もう少し清潔感があればいい。
・冬場のシャワーが寒い、温度調節ができない。
・ありそドーム周辺が嫌。
・ロッカーのリストバンドの鍵がむき出しになっているので、
　けがをさせてしまう危険がある。
・常願寺プールは入浴できるプールがある。料金もリーゾナブル。
　（でも私が小学生より利用しています。）
・全てのコースが使用できない時間があること。
・もう少し早い時間から使用できるとうれしいです。
・黒部と比べて水の透明度が悪い気がする。
・新しくなったら高齢者割引を考慮してほしい。
・朝日のらくちーのと比較するとやや不満。しかしプールは必要。
（満足意見）利用料金、水深が深いので泳ぎやすい。
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大変満足

37.2%

やや満足

27.9%

普通

30.2%

やや不満

4.7%

大変満足

55.1%
やや満足

16.3%

普通

24.5%

やや不満 4.1%

大変満足

58.2%

やや満足

21.4%

普通

17.3%

やや不満

2.0%

無回答 1.0%

大変満足

31.5%

やや満足

28.1%

普通

29.2%

やや不満 11.2%

「４．やや不満　５．不満」と回答した理由（再掲）
・シャワー室、脱衣室、トイレ（特に冬場がくさい）
・トイレ、シャワーが古い。暗い。等

○現在利用しているプールの感想（属性別集計） 

 

 

●男性                 ●女性 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

●20歳未満              ●20歳以上 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※不満 0.0％ 

※不満 0.0％ 

※不満 0.0％ 

「大変満足」＋「やや満足」＝65.1％ 

「不満」+「やや不満」  ＝4.7％ 

「大変満足」＋「やや満足」＝71.4％ 

「不満」+「やや不満」  ＝4.1％ 

※不満 0.0％ 

「大変満足」＋「やや満足」＝79.6％ 

「不満」+「やや不満」  ＝2.1％ 

「大変満足」＋「やや満足」＝59.6％ 

「不満」+「やや不満」  ＝11.2％ 
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大変満足

39.5%

やや満足

14.0%

普通

34.9%

やや不満

11.6%

大変満足

42.9%

やや満足

4.1%

普通

32.7%

やや不満

8.2%

複数回答

2.0%

未回答

10.2%

大変満足

45.9%

やや満足

19.4%

普通

31.6%

無回答

3.1%

大変満足

27.0%

やや満足

14.6%普通

27.0%

やや不満

21.3%

不満 2.2%

複数回答

1.1%

無回答

6.7%

「４．やや不満　５．不満」と回答した理由（再掲）
・老朽化、設備が古い・建物が古く感じる。
・冬場のシャワーが寒い、温度調節ができない。
・ありそドーム周辺が嫌。
・ロッカーのリストバンドの鍵がむき出しになっているので、
　けがをさせてしまう危険がある。
・常願寺プールは入浴できるプールがある。料金もリーゾナブル。
　（でも私が小学生より利用しています。）
・黒部と比べて水の透明度が悪い気がする。
・新しくなったら高齢者割引を考慮してほしい。
・朝日のらくちーのと比較するとやや不満。しかしプールは必要。
（満足意見）利用料金、水深が深いので泳ぎやすい。　等

○近隣市町等、他のプールと比較しての感想（属性別集計） 

 

 

●男性 ●女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●20歳未満 ●20歳以上 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※不満 0.0％ ※不満 0.0％ 

※やや不満、不満 0.0％ 

「大変満足」＋「やや満足」＝ 53.5％ 

「不満」+「やや不満」  ＝11.6％ 

「大変満足」＋「やや満足」＝47.0％  

「不満」+「やや不満」  ＝8.2％ 

「大変満足」＋「やや満足」＝65.3％ 

「不満」+「やや不満」  ＝0.0％ 

「大変満足」＋「やや満足」＝41.6％  

「不満」+「やや不満」  ＝23.5％ 
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◆別紙「調査票」 
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○あなたがプールを利用した目的は？（該当するものすべてに○） 

 

 

 

 

○現在利用しているプールの感想をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

貴重なご意見として、プール整備の参考とさせていただきます。 

１．プールでの遊び  ２．運動や健康づくり  ３．水泳教室への参加 

４．少年団等の活動  ５．見学や送迎     ６．その他（                ） 

問２ 室内温水プールの利用目的についておたずねします。 

問３ 現在のプールに関するあなたの感想やご意見をおたずねします。 設問１ 施設の使い心地について 

１．大変満足  ２．やや満足  ３．普通  ４．やや不満  ５．不満 

設問２ 設問１で「４．やや不満 ５．不満」と回答した方におたずねします。 

「やや不満、不満」な点は何ですか？ 

 

 

 

 

設問３ 近隣市町等、他のプールと比較して 

１．大変満足  ２．やや満足  ３．普通  ４．やや不満  ５．不満 

設問４ 設問３で「４．やや不満 ５．不満」と回答した方におたずねします。 

「やや不満、不満」な点は何ですか？ 
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３ 基本計画策定までの経緯 

 

昭和 54年３月 

平成 26年７月 

 

平成 29年２月 

平成 29年７月～ 

平成 30年２月 

平成 31年４月 

令和元年５月～ 

 

令和元年 12月～ 

令和２年３月 

 

令和２年４月～ 

令和２年 10月 

 

令和３年３月 

 

 

 

令和３年５月～ 

令和３年 11月～ 

令和４年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

現魚津市室内温水プール開業 

「魚津市公共施設再編方針」策定 

・既存プールは建て替える。 

「室内温水プール設置に関する建議」がスポーツ推進審議会より提出 

魚津市室内温水プール基本構想策定庁内会議（計６回開催） 

新しい魚津市室内温水プールに関する「サウンディング型市場調査」実施 

「魚津市室内温水プール建設基本構想」策定 

室内温水プール建設に係る民間資金活用事業調査業務（ＰＦＩ導入可能性

調査）の実施 

室内温水プール整備に関する庁内会議（計２回開催） 

「魚津市公共施設再編方針（令和元年度改訂版）」策定 

・PFI調査結果をもとに、整備方針について引き続き検討する。 

民間プール事業者・団体打合せ 

庁議 

・整備方針の決定（整備手法を公設民営とする等） 

「魚津市公共施設再編方針（令和元年度改訂版）」策定 

・小学校プールの集約化し、建替整備を行う。 

・建設場所をテクノスポーツドーム周辺とし、一体的な利用促進や、効率

的な管理に繋げる。 

魚津市室内温水プール整備に関する庁内会議（計３回開催） 

各団体や地元地区への説明 

スポーツ推進審議会へ報告 

「魚津市室内温水プール整備基本計画」策定 
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